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◆内容	 対象者のうち希望する方に対し、都営交通（東京さくらトラム（都電荒川線）、都営バス、
都営地下鉄および日暮里・舎人ライナー）の無料乗車券が発行されます。
※シルバーパスまたは精神障害者都営交通乗車証をお持ちの方を除く。

◆対象	 下記いずれかの手帳を所持している方
①身体障害者手帳　②愛の手帳
③戦傷病者手帳（特別項症から第6項症まで、第1款症から第5款症まで）
④被爆者健康手帳（厚生労働大臣の認定患者、健康管理手当受給者）

◆申請	 障がい援護課各援護係（☞11ページ参照）
◆問合せ先	 都営交通お客様センター　 03-3816-5700

◆内容・対象	 精神障害者保健福祉手帳所持者で希望する方には、都営交通（東京さくらトラム（都電
荒川線）、都営バス、都営地下鉄および日暮里・舎人ライナー）の無料乗車証が発行され
ます。
※シルバーパス等をお持ちの方を除く。

◆窓口	 23 区内の都営交通の指定された定期券発売所
◆問合せ先	 東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課　 03-5320-4464

◆内容	 下表の手帳所持者とその介護者は、乗車券を購入または乗車する際に手帳を提示する
ことで運賃が割引になります。

◆対象	 下表「都営交通運賃割引一覧」参照
※障がい者用 PASMOは、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券発売所で購入
できます。

◆問合せ先	 都営交通お客様センター　 03-3816-5700
表　都営交通運賃割引一覧

利用区分利用区分 割引対象割引対象
乗車券乗車券

割引率割引率

東京さくらトラム東京さくらトラム
（都電荒川線）（都電荒川線） 都営バス都営バス 都営地下鉄都営地下鉄 日暮里・舎人日暮里・舎人

ライナーライナー

身体障害者手帳所持者と身体障害者手帳所持者と
その介護者その介護者

普通券 50% 50%
50% ※1

50%回数券 － －
定期券 50% 30% 50%※2

愛の手帳または療育手帳愛の手帳または療育手帳
所持者とその介護者所持者とその介護者

普通券 50% 50%
50%※3 50%回数券 － －

定期券 50% 30%

精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳
所持者とその介護者所持者とその介護者

普通券 50% 50%
50% ※1

50%回数券 － －
定期券 50% 30% 50%※2

※1　第1種身体・精神障害者と介護者がともに乗車する場合に限る。
※2　第1種身体・精神障害者が介護者とともに乗車する場合および12 歳未満の第2種身体・精神　　

障害者が介護者とともに乗車する場合に限る
※3　都民以外は、第１種知的障害者が介護者とともに乗車する場合および12 歳未満の第2種知的

障害者が介護者とともに乗車する場合に限る

交通機関の割引
都営交通無料乗車券

精神障害者都営交通乗車証

11

都営交通の運賃の割引



交
通
機
関
の
割
引

-78-

◆内容	 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者とその介護者の運賃が割
引になります。

◆対象	 下表「JR 旅客運賃の割引対象一覧」参照
※「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」等に、「第1種」または「第 2 種」の記載がある
場合に限ります。

◆利用方法	 各駅発売窓口で手帳を提示し、割引切符を購入してください。
※旅客運賃割引区間移動中は必ず障害者手帳を携帯してください。

◆問合せ先	 ＪＲ線各駅発売窓口　ＪＲ東日本お問い合わせセンター　 050-2016-1600
表　ＪＲ旅客運賃の割引対象一覧

対象者対象者 割引対象乗車券割引対象乗車券 割引率割引率 割引取扱区間割引取扱区間

第 1種の障がい者・児第 1種の障がい者・児
※介護者が付き添う場合※介護者が付き添う場合

普通乗車券
定期乗車券（小児を除く） 本人　 5割

介護者 5 割

ＪＲ線および連絡会社線の
各駅相互間

普通回数乗車券
急行券 ＪＲ線のみ

第2種の障がい児（12歳未満）第2種の障がい児（12歳未満）
の介護者の介護者 定期乗車券 5割 ＪＲ線および連絡会社線の

各駅相互間

第 1種の障がい者・児第 1種の障がい者・児
第 2種の障がい者・児第 2種の障がい者・児
※いずれも単独利用の場合※いずれも単独利用の場合

普通乗車券 5割

ＪＲ線および連絡会社線の
各駅相互間
（片道100kmを超える場合
に限る）

※グリーン料金・特急料金は割引の対象外です。 
※12 歳未満の障がい児は、小児運賃の5割引になります。
※介護者が付き添う場合は、同一切符を同時に購入してください。
※障がい者用 Suicaは、各駅発売窓口で購入できます。

◆内容・対象	 JR 旅客運賃の割引に準じる。　※取扱区間等が各鉄道会社で異なります。
◆利用方法	 切符発売窓口および乗車券の改札時に、手帳を提示してください。
◆問合せ先	 私鉄各駅発売窓口

◆内容	 各手帳所持者やその介護人の運賃が割引になります。
◆対象	 下表「民営バスの割引対象者と区分・利用方法一覧」参照
◆問合せ先	 障がい援護課各援護係（☞11ページ参照）

各保健センター等（☞13ページ参照）
表　民営バスの割引対象者と区分・利用方法一覧

利用区分利用区分 対象対象 割引率割引率 利用方法利用方法

手帳所持者単独で手帳所持者単独で
乗車する場合乗車する場合

身体障害者手帳所持者身体障害者手帳所持者
愛の手帳所持者愛の手帳所持者
東京都発行の精神障害者保健福東京都発行の精神障害者保健福
祉手帳所持者（写真貼付あり）祉手帳所持者（写真貼付あり）

5割 手帳を乗車時に提示

介護人付き添いで介護人付き添いで
乗車する場合乗車する場合

第 1種の身体障害者手帳所持者第 1種の身体障害者手帳所持者
愛の手帳所持者愛の手帳所持者

本人・介護人
ともに 5割

「心身障害者民営バス乗車割
引証○介」を乗車時に提示

定期券を購入する定期券を購入する
場合（小児を除く）場合（小児を除く）

身体障害者手帳所持者身体障害者手帳所持者
愛の手帳所持者愛の手帳所持者

本人・介護人
ともに 3割

｢定期券割引購入申込書｣ を
購入時に提出

※「心身障害者民営バス割引証」および「定期券割引購入申込書」は事前に交付が必要です。

ＪＲ旅客運賃の割引

私鉄旅客運賃の割引

民営バスの割引
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◆内容	 コミュニティバス「はるかぜ」の運賃が割引になります。
◆対象	 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
◆割引率	 普通運賃5割引

定期運賃3割引
◆問合せ先	 下表「コミュニティバス運行会社一覧」参照

表　コミュニティバス運行会社一覧
路線名路線名 運行会社運行会社 問合せ先問合せ先

  1 号（西新井・綾瀬線）  1 号（西新井・綾瀬線）
  9 号（青井・亀有線）  9 号（青井・亀有線）
12号（西新井・亀有線）12号（西新井・亀有線）

日立自動車交通日立自動車交通  03-5682-1122
 03-5616-5557

  2 号（綾瀬・六木線）  2 号（綾瀬・六木線） 朝日自動車　越谷営業所朝日自動車　越谷営業所  048-970-5170
 048-970-5171

  5 号（北千住駅西側地域循環）  5 号（北千住駅西側地域循環）
  6 号（北千住・鹿浜線）  6 号（北千住・鹿浜線）
  8 号（小台・宮城循環）  8 号（小台・宮城循環）
11号（堀之内・椿循環）11号（堀之内・椿循環）

新日本観光自動車新日本観光自動車  03-5691-3783
 03-5691-3787

 4 号（区役所・鹿浜線） 4 号（区役所・鹿浜線） 東武バスセントラル　西新井営業所東武バスセントラル　西新井営業所  03-3898-1331
 03-3898-1365

◆内容	 12 歳以上の身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者とその介護
者1名の、国内の定期航空路線の運賃が割引になります。
※各航空会社によって異なります。

◆問合せ先	 各航空会社営業所・代理店

◆内容	 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者とその介護者の運賃が割
引になります。
※各フェリー会社によって異なります。

◆問合せ先	 各フェリー会社

コミュニティバス「はるかぜ」の割引

航空旅客運賃の割引

フェリー旅客運賃の割引




